
当事業は、門前町手向地区の歴史的な景観を後世に伝え、まちなみの魅力を高めること
を目的に、宿坊街沿道の建築物などを、手向地区固有の歴史的風致に調和させる修景整
備費用の一部を補助するものです。 平成２９年度から令和７年度の９年間で52件の整備
を実施しております。

整備を予定している方・どうしようか悩んでいる方 など

まずは、お気軽にお申込みください。

令和8年度 鶴岡市門前町手向地区まちなみ景観形成事業

説明会開催のお知らせ

■日 時：令和８年４月2４日（金） 19：00～

■申し込み：説明会への参加を希望される方は、令和8年4月22日（水）までに
氏名・住所（集落名）・電話番号をお知らせください。

■対 象：①各集落のまちづくり協定に同意している方
【既に当補助金の交付を受けた方は対象外です】

②協定締結集落に物件を持っている方
【10集落全てが対象となります】

■申込み先：羽黒庁舎地域づくり推進課 地域振興班 TEL:２６－８７７１

■場 所：手向地区地域活動センター（鶴岡市羽黒町手向字黒沢31-1）

■内 容：事業内容／申請方法／年間スケジュール等

－ 令和7年度 実施事例 －

個別相談も
受付いたします。

お気軽にご相談下さい。
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